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本日、令和５年第１回市議会定例会の開会

にあたり、新年度予算をはじめとする諸案件

のご審議をお願いするに先立ち、市政運営に

対する私の基本的な考え方と新年度に取り組

む主要施策についてご説明申し上げます。 

 

【はじめに】 

観音寺市長に就任し、早いもので１年余り

が経ちました。私は昨年、この場においてふる

さと、かんおんじを「夢や希望に満ち、賑わい

や活気に溢れる、ゆとりと活力の田園都市」と

するべく、その固い決意を述べさせていただき

ました。このゆるぎない意志とともに諸課題に

取り組み、時には現場で、時には全国各地の

優れた取組みを目の当たりにする中で、あっ

という間に駆け抜けた１年でありました。 

昨年を振り返りますと、コロナ禍の継続や国

際情勢の不安定化に伴う物価高騰によって、
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市民生活は多大な影響を受けました。先行き

不透明な中、国や県と連携しながら、本市とし

ても日常生活の安定化に努め、農林水産業や

商工業に携わる個人や中小企業、また運輸や

交通に従事する皆様など、急激な所得減少に

よってお困りの方々に対し、あらゆる支援策を

講じてきたところでありますが、今後も国や県

等の動向を注視しつつ、緊張感を持って市民

生活を守るべく取り組んでまいります。 

 

【令和５年度の当初予算案について】 

次に、令和５年度当初予算案の要旨につい

てご説明申し上げます。 

歳入につきましては、市税収入８７億５３０

万７千円、地方交付税６２億９,０００万円、臨時

財政対策債を含む市債借入として、２８億３，７

８０万円を計上しております。 

歳出におきましては、市民生活の基盤とな
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る道路や橋りょう、公共施設等の維持管理や

整備、また子育て支援の充実等に予算を配分

し、一般会計総額を３０２億６,０００万円といた

しました。 

 

【令和５年度市政運営における重点施策につ

いて】 

それでは、令和５年度に取り組むべき重点

施策についてご説明申し上げます。 

令和５年度は、市の最上位計画として位置

づける「第２次総合振興計画」後期基本計画

がスタートいたします。令和９年度を最終目標

年度とする本計画は、その理念や将来像にお

いて前期計画を踏襲しつつ、デジタルトランス

フォメーションやＳＤＧｓ、アフターコロナなど、

新たに生じた要素を盛り込み、包括的かつ体

系的な内容として策定いたしております。 
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 さて、重点施策の第一は、「「しごと」をつくり、

「ひと」が交流する“にぎわい”のまちづくり」で

あります。 

将来におけるにぎわい創出の原動力となる

のは、何といっても新「道の駅」の整備、ＪＲ観

音寺駅の橋上化及び医療系大学招致に伴う、

ＪＲ豊浜駅周辺整備であり、それらを推し進め

るため、令和５年度からは、現行の「プロジェ

クト推進室」を新たに「課」に引き上げて体制を

強化いたします。新「道の駅」の整備について

は、議員の皆様のご理解・ご協力を賜るととも

に、政策アドバイザーや新たに設置した「新

「道の駅」市民検討委員会」委員の皆様など、

多くの方々よりあらゆるアイデアを募り、その

方向性や基本的な整備計画について議論を

進めてまいります。 

観音寺スマートインターチェンジ（仮称）の整

備事業については、令和７年度末の完成に向
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け、本体工事の着工に取りかかることといたし

ております。中心市街地へのアクセスを容易

とするインターチェンジの完成により、災害時

の復旧体制の強化や市内への流入人口の増

加が期待でき、まちの活性化に大いに繋がる

ため、引き続きその整備を進めてまいります。 

凪瀬町に造成が進む観音寺港埋立事業は、

昨年、第２工区が竣功し、令和５年度中に完

成予定の第３－２工区を残すのみとなりました。

今後は、県との連携を図ることにより、同地へ

のアクセスを容易とする柞田川右岸線の改築

を進めるとともに、企業誘致についても企業が

進出しやすい立地環境を整備し、市内への誘

致活動に尽力してまいります。 

 

重点施策の第二は、「ともに支え合い、安心

して暮らせる“やすらぎ”のまちづくり」でありま

す。 
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本市は遠浅の燧灘に面し、温暖な気候とと

もに甚大な被害を及ぼすおそれのある自然災

害は少なく、比較的住みやすい土地柄である

といえます。しかし、不測の事態への対策を疎

かにはできません。先般、南海トラフを震源と

する、向こう２０年以内の、マグニチュード８～

９クラス地震の発生確率が６０％程度に引き

上げられたことから、想定を超える大地震や

激甚災害がいつ発生しても対応できるよう、自

らの備えを徹底するとともに、民間事業者との

災害協定等に基づくあらゆる連携の強化に努

め、市民の生命と財産を守るべく、万全の対

策を講じてまいります。 

人口減少や少子高齢化に歯止めが掛から

ない中で、地方が安定的かつ持続可能な行政

運営を維持していくためには、デジタル技術の

活用は欠かせません。先般、国が策定した

「デジタル田園都市国家構想総合戦略」でも、
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地方における課題解決の手段として「デジタル

化の必要性」が謳われているとおり、デジタル

技術の積極的な活用により、社会の利便性向

上のみならず、市内に仕事がつくられ、人流

が促進し、賑わいと活力がもたらされます。 

マイナンバーカードについては、臨時窓

口の設置やカード取得の機運を高める情報

発信などによって普及率は向上していると

ころでありますが、今後も国の施策を見極

めつつ、さらなる普及率の向上に努めてま

いります。また、本年２月から運用を開始し

た引越しワンストップサービスのほか、４

月からはカードを使ったコンビニエンスス

トアでの証明書発行手数料を減額すること

としており、デジタル社会の基盤ツールで

あるマイナンバーカードのさらなる有効利

用に努めてまいります。 

円滑な行政サービスの提供に向けては、サ
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ービスを提供する庁内においてもシステムの

運用見直しが必要であります。国が進める「デ

ジタル・ガバメント実行計画」に基づいて行う

基幹系システムの標準化や共通化、独自で取

り組む内部情報システムの効率化や統合型

地理情報システムの導入、また、かがわ電子

自治体システムへの参画など、事務作業の効

率化を通した市民サービスの向上にも努めて

まいります。 

昨年より運用を開始した決済アプリ「銭形Ｋ

コイン」については、さらなる認知度の向上に

向けた普及促進に努めるとともに、将来的な

地域通貨への展開を念頭に、福祉施策等へ

の応用についても検討することで利用拡大に

取り組んでまいります。 

 

 重点施策の第三は、「生涯にわたって誰も

が輝き、笑顔が溢れる“ときめき”のまちづくり」
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であります。 

子ども達の明るい笑顔や健やかな成長は、

何より地域社会を明るくし、市を元気にしてく

れます。 

来年４月に開園する豊浜地区認定こども園

は、昨年１１月に着工し、順調に工事が進んで

おります。同園の開園により、すでに開園して

いる観音寺、大野原の両認定こども園と同様

に、就学前施設として幼児教育・保育の充実

が図られることから、引き続きすべての子育て

家庭を対象として、相談に応じた必要な情報

提供や助言を行うなど、保護者のニーズに応

じた子育て支援を可能とするべく努めてまいり

ます。 

また、公立保育所及び認定こども園の４歳

児において、一人の職員が受け持つ子どもの

人数を３０人から２５人に引き下げることにより、

就学前の子どもへの保育及び教育の支援を
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より一層充実させてまいります。 

昨年、建設に向けて承認をいただいた新学

校給食センターについては、本市として初め

てのＰＦＩ方式による整備を進めてまいります。

まずは、「新学校給食センターＰＦＩ事業者選定

委員会」において公募型プロポーザルを行うと

ともに、安全・安心かつ継続的、低コストで質

の高い給食サービスが提供できるよう、適正

な事業者選定を行ってまいります。 

凪瀬町に整備する予定の第２運動公園は、

令和５年度に実施設計を行います。誰もが集

える多目的型のスポーツ振興拠点として、ま

た市民にとっての憩いの場・健康増進施設と

して、魅力ある空間づくりをめざしてまいりま

す。 

 

【令和５年度の主要施策】 

続きまして、総合振興計画の７つの基本目



- 11 - 

標に沿った、令和５年度に取り組む主要施策

についてご説明申し上げます。 

 

第一は「活力と魅力ある産業のまち」につい

てであります。 

本市の持続可能な発展のためには、何とい

っても地元産業を元気にすることが重要であ

ります。本市の主要産業は農業を中心とする

第１次産業でありますが、世界的な食糧供給

の重要性が認識される中、本市のサプライヤ

ーとしての役割は大変重要であり、将来的な

成長産業と位置づけて支援を継続することで、

産業基盤をより強固にできると考えております。 

農業においては、農地の集積を進めるとと

もに、生産性を高めるべく、農地の区画整理

や農業用用排水施設の整備を推進します。ま

た、営農用機械の導入や新規就農者への支

援を行い、担い手の確保と育成に努めます。 
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水産業においては、漁船等の整備のために

借り入れる資金に対して利子補給を行い、漁

業経営の強化を促進いたします。また、クルマ

エビやヒラメ等の稚魚放流を行い、水産資源

の保護・育成を図ります。また、伊吹漁港につ

いては、中長期的な漁業継続を前提として計

画的な維持補修を行うとともに、防波堤等必

要な施設について整備を行います。 

商工業においては、本市経済を支える中小

企業等に対し、引き続き預託融資や利子補給

を行うことにより、経営の安定化を支援いたし

ます。また、創業に関するセミナーの開催や

創業補助金の交付により、スタートアップをめ

ざす若い起業者等の創業意欲を高めるととも

に、関係機関と連携したフォローアップを行い、

創業の支援に取り組んでまいります。さらに、

市内に工場等を立地する企業に対して３年間

の固定資産税等相当額の助成を行うとともに、
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求職者に対しても三豊市と合同で開催する就

職説明会等を通じた情報提供を行うことにより、

市内企業への就業の機会を創出いたします。 

本市では、市内産の農水産物や、それを原

材料とする加工品を観音寺ブランドに認証し

ております。現在は、２４品目を認証するととも

に、その大半はふるさと納税の返礼品としても

登録されているところであります。自然豊かな

地域資源を生かし、観音寺らしさを感じさせる

これらの産品を引き続き、全国にＰＲしてまい

ります。 

 

第ニは「安全・安心で快適に暮らせるまち」

についてであります。 

「住んで良し、訪れて良し」のまちを実現す

るためには、このまちに住む誰もが安全・安心

に暮らせる生活環境が不可欠であります。 

市民にとって最も身近な公共交通であるの
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りあいバスは、通院や買い物など、日常の移

動手段として欠かすことができません。引き続

き、市民ニーズに即した運行ルートを構築す

るとともに、実証実験として導入した「バスロケ

ーション・システム」を継続し、位置情報の把

握を容易にいたします。また、多様な交通需

要に対応するべく、さらなる交通サービスの可

能性についても検討し、デマンドタクシーなど

のさらなる交通サービスの可能性についても

調査・研究を行います。さらに、市民の皆様や

交通事業者、関係機関により組織する協議会

を設置し、本市の包括的な地域公共交通のあ

り方を定める「観音寺市地域公共交通計画」を

策定してまいります。 

公共交通の充実や道路網の整備等による

移動の円滑化に加え、市民の命を守る交通安

全対策も重要であります。地域や学校との連

携によって市内全域の危険箇所を徹底的に点
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検し、老朽化が著しいカーブミラー等について

は、緊急性や優先度を総合的に勘案して速や

かに更新いたします。また、子ども達が安心し

て通園、通学できるよう、通学路の安全を確保

するとともに、危険があると判断される箇所に

ついては、道路拡幅等による歩道の確保を順

次行ってまいります。 

地域での安全・安心な暮らしを守るために

は、非常備消防の充実も不可欠であります。

一刻を争う有事の際、現場においてまず初動

作業にあたる消防団や海防団の体制強化は、

災害などの被害状況の正確な把握や救助の

迅速化に向けて重要な取組みであり、引き続

き団員の確保に努めるとともに、資機材の充

実や拠点となる屯所の計画的な整備に取り組

み、万全に努めてまいります。 

伊吹・真浦港と観音寺港を結ぶ伊吹観音寺

航路事業は、令和３年１０月に民営化し、民間
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ならではのサービス基準や海運事業者として

長年培われてきた経験やノウハウを取り入れ

ながら、利用客の利便性向上に努めてまいり

ました。定期航路は、伊吹地区住民の交通手

段としてのみならず、島を訪れる方々の唯一

の公共交通として、大きな役割を果たしており

ます。今後も、島民の皆様や伊吹島を訪れる

観光客の重要な移動手段として、さらなる利

便性の向上を図るとともに、安全かつ安定し

た離島航路の確保・維持に努めてまいります。 

 

第三は「あらたな交流を生むまち」について

であります。 

四国全体のゲートウェイとしての役割を担う

新「道の駅」や、中心市街地へのアクセスポイ

ントとなる観音寺スマートインターチェンジ（仮

称）の重要性については先ほど申し上げまし

たが、人流を促進し、新たな交流を生み出す
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ためには、施設などのハード面だけではなく、

ソフト面の充実も不可欠であります。 

本市の魅力を発信するシティプロモーション

は、コロナ禍により中断していた都市圏でのプ

ロモーション活動がようやく再開し、昨年、東

京で開催された「かんおんじフェア」や伊吹島

が出展した「アイランダー２０２２」では、ともに

約４，０００人もの方々が訪れ、物産の販売等

を通じて本市の魅力を発信いたしました。この

ような都市圏でのシティプロモーションは、地

道かつ継続的な活動によって成果が表れるこ

とから、引き続き精力的な情報発信やＰＲ活動

に努めるとともに、コロナ禍が収束した後の国

内需要やインバウンドの回復等も見越し、関

係人口や交流人口の創出に向けた次なるプ

ロモーション活動の充実に繋げてまいります。 

昨年、四国の市町村では初めて地方創生

事業を担うＡＮＡあきんど株式会社との業務連
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携協定を締結し、「同社のブランド力と本市の

魅力の融合により、新たな価値を創出する取

組み」を始めました。その第一弾として実施し

た「ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング in 

観音寺市」では、全国から来られた約１００名

もの方々が市内各所を巡り、地元産品を堪能

いたしました。また、接遇スキルの向上をめざ

して開催した職員研修では、最前線を指揮す

る中間若手職員が同社の有する質の高い接

客技術を学びました。今後も、同社に限らず民

間事業者の持つノウハウやコンテンツを積極

的に取り入れることによって、新たな価値を創

造し、技術を高めていくことによって本市のブ

ランド力を高めてまいります。 

本市を舞台とするアニメコンテンツの存在も

欠かすことができません。アニメを応援する多

くのファンの方々が、市内各所に点在する聖

地を訪れるとともに、直にその魅力に触れ、Ｓ
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ＮＳ等で積極的に発信してもらうことで本市の

知名度は大いに向上いたしております。今後

も、こういった方々にリピーターとして何度でも

来ていただけるような受け皿づくりに取り組む

ほか、一堂に会して楽しめるイベントの開催を

検討し、アニメを通した関係人口の創出にも努

めてまいります。 

 

第四は「豊かな学びと文化を育むまち」につ

いてであります。 

コロナ禍による制約によって地域社会の関

わりが希薄になりつつある中、人と人とのつな

がりを大切にするとともに、自分らしく学び、生

きがいを持ち、文化的な生活を享受する生活

環境は重要であります。 

とりわけ、次代を担う子ども達が人格形成

に関わる大切な時期において、一貫した教育

方針のもとで安心かつ継続的に学べることは
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重要であり、幼稚園、保育所、認定こども園及

び小、中学校間の情報共有及び相互連携の

強化によって、切れ目のない保育・教育環境

を構築いたします。また、来たるデジタル社会

に即応できる能力を養うべく、小、中学校にお

いて一人一台端末を効果的に活用した学習

活動の充実を図り、情報教育を推進いたし

ます。 

子ども達の健やかな成長のためには、食も

重要であります。本市にはレタスやブロッコリ

ー、いりこやオリーブ牛など、地場産物が数多

くあることから、これらの食材を食育に活用す

ることを検討してまいります。食育は、子ども

達と生産者との距離を近づけ、食べ物や生産

者への感謝の気持ちを通じて、ふるさとへの

愛着を育む絶好の機会でありますので、新学

校給食センターの整備においても食育を重要

な柱として地産地消を推進してまいります。 
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指定管理者制度により運営されるハイスタ

ッフホールは、昨年新たに５か年の更新を行う

とともに、ネーミングライツも継続していただく

こととなりました。ハイスタッフホールが引き続

き市民の皆様に親しみをもって受け入れられ、

本市の文化、芸術の拠点として多くのお客様

にご利用いただけるよう、引き続き魅力ある映

画やコンサート、イベントの興行を行うほか、

市民ミュージカルやこころの劇場等を開催す

ることによって子ども達が文化や芸術に触れ、

心を育める場所としても利用できるよう、施設

の充実に努めてまいります。 

 

第五は「だれもがいきいきと暮らし続けられ

るまち」についてであります。 

地域に活力を与えるのは、何より若い世代

のみなぎる活気であります。若い世代の皆様

がいきいきと輝き、日々の生活や地域社会で
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活躍できる環境づくりは本市の重要施策であ

り、「安心して子どもを産み育てられる環境づく

り」を最優先課題の一つとして位置づけるとと

もに、あらゆる伴走型支援や経済的支援に取

り組んでまいります。 

昨年よりスタートしたおむつ等支給事業に

おいては、従来の紙媒体によるクーポン交付

に加えて、新たに「銭形Ｋコイン」アプリを活用

したデジタル交付も可能とし、利便性を向上さ

せます。また、ほっとはうす萩に設置するおむ

つバンクについても、引き続き民間企業との

連携を継続して、外出時の負担軽減を図りま

す。 

保育所や認定こども園においては、引き続

き保育士の確保対策に取り組むとともに、民

間事業者が特別支援を必要とする児童の受

入れを継続できるよう、保育体制を強化する

事業者に対して経費の一部を助成いたします。 
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妊娠や出産に臨まれ、子育てに頑張る皆様

に対する経済的な支援についても積極的に取

り組むこととし、自己負担額が高額となる、特

定不妊治療に対する費用の一部助成に加え、

従来は中学生までを対象としていた医療費助

成についても、その年齢を１８歳に引き上げま

す。 

団塊の世代が７５歳を迎える超高齢社会

の到来を踏まえ、本市は昨年、市民の皆様や

関係者とともにみんなで地域社会を支え合

いたいという想いを「あきらめんでえんで、 

望む暮らしを最後まで～つながる・支える・

地域とともに～」という言葉で表しました。 

今後は、このコンセプトが示すとおり、自

分らしく暮らせる地域づくりに向け、市民

の皆様や市内全域に立ち上がっている地域

づくり支援隊、第２層協議体や地域の関係

者の方々、医療や介護の専門職の方々とと
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もに、高齢者がその人らしく、地域であきら

めずに暮らせる環境づくりに取り組んでま

いります。 

また、誰もが自分らしく生き、お互いの人権

や多様性が尊重される社会をめざすべく、引

き続きその啓発や各種施策を推進するととも

に「第２次男女共同参画計画」を見直し、アフ

ターコロナの生活様式や価値観の変化、女性

目線による施策方針を盛り込んだ後期計画を

策定いたします。さらに、庁内でも女性の意見

を反映するべく、女性管理職の積極的な登用

を進めるほか、各種審議会についても女性委

員の割合の増加に努めてまいります。 

 

第六は「自然と共生した美しく快適なまち」

についてであります。 

都市部にはない、地方の大きな魅力はやは

り「豊かな自然」であります。本市には海と山
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に囲まれた緑豊かな自然環境があります。こ

れらは先人より受け継いだ何より貴重な財産

であり、我々も次の世代にしっかりと受け継い

でいかなければなりません。 

昨年、本市は２０５０年までに市域の温室効

果ガス排出量を実質ゼロにすることをめざす

ゼロカーボンシティ宣言を行いました。国際社

会が一丸となって脱炭素に向けた取組みを進

める中、本市もゼロカーボンシティの実現をめ

ざし、「第２次観音寺市環境基本計画」及び

「観音寺市地球温暖化対策実行計画」を改定

いたしました。今後はこれらの計画に基づき、

市有施設への再生可能エネルギーの導入に

向けた検討を進めるほか、家庭用太陽光発電

システムや定置型蓄電池の設置に対してその

費用の一部を助成するとともに、ゼロ・エネル

ギー住宅の新築や電気自動車充放電設備の

整備についても新たに助成し、地域社会の脱
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炭素化を促進いたします。 

地域衛生の主要インフラである公共下水道

は、昭和５４年の供用開始から４０年以上が経

過し、施設設備や管渠の老朽化が顕著になっ

てきております。令和６年４月に予定している

下水とし尿の共同処理への円滑な移行に向

け、下水浄化センターの改築や衛生センター

の設備改修、老朽管の更新等について、限ら

れた財源の中で計画的に実施してまいります。 

 

第七は「持続可能なまちづくりのための体

制づくり」についてであります。 

人口減少や少子高齢化、行政ニーズの多

様化等に伴い、今後も安定的かつ持続可能な

自治体運営を行っていくためには、より一層の

緊張感と創意工夫が必要であります。引き続

き、限られた財源の活用について集中と選択

を行うとともに健全な財政運営に努め、中長
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期的な視点に立ったメリハリのある予算を編

成いたします。また、組織や既存事業につい

ても前例にこだわらず、徹底した行財政改革

を進めるとともに、市税収入等の基幹財源に

ついて安定的な確保に努めてまいります。さら

には、費用対効果の検証に基づくアウトソーシ

ングへの移行や民間活力の導入についても

積極的に検討いたします。 

持続可能な行財政運営のためには、「点」と

して本市が単独で取り組むだけではなく、近隣

自治体との相互補完により、地域全体が「面」

として課題解決に取り組むことも重要でありま

す。すでに枠組みを有する三豊市や愛媛県四

国中央市、徳島県三好市とのさらなる連携の

強化はもとより、サイクリングロードの整備や

周遊型観光コンテンツの創出など、複数の自

治体や事業者等が共同で取り組むことで地域

全体にメリットがもたらされると思われるもの
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については、積極的な当該団体との連携推進

を検討してまいります。 

新「道の駅」や第２運動公園など、将来のに

ぎわい創出の起爆剤となるビッグプロジェクト

は、何より市民の皆様のご理解のもとで推し

進められることが不可欠であります。 

取組みを進めるにあたっては、広報紙やホ

ームページ、ＳＮＳ等を通じて積極的に情報を

発信し、周知を行ってまいります。また、広く意

見を吸い上げ、わくわくするような考えや新し

い技術、最新の情報を取り入れることで、訪れ

る誰もが笑顔になり、魅力の数々にドキドキす

るような集客拠点の実現をめざし、検討を進

めてまいります。 

 

【むすびにあたって】 

平成１７年１０月、本市はふるさとの発展や

明るい未来の実現を願い、ともに手を携えて
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船出をいたしました。そしてあの歴史的な瞬間

からはや１７年が経過し、今や合併時に生ま

れた子ども達が成人に達しようとする歳月が

流れました。 

合併の最大の目標である、行政サービスの

向上やコスト削減による効率的な行財政運営

は、市民の皆様のご理解をいただく中であら

ゆる施策に取り組み、一歩ずつ前進を続けて

おります。現在は、コロナ禍や物価上昇等に

よる社会経済の不透明さなど、想定し得ない

局面にも直面しておりますが、こういった困難

な状況にあるからこそ、私は持ち前の「明るさ

と元気」を前面に出し、また本市の一体性や団

結力、職員の底力を信じ、皆様とともに諸課題

に取り組んでまいる決意であります。 

議員の皆様、また市民の皆様におかれまし

ては、引き続き市政への変わらぬご理解、ご

協力を心よりお願い申し上げまして、令和５年
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度における私の施政の方針といたします。 


